
 

 

 

令和７年５月豊橋市議会臨時会 

 

〔Ｒ７．５．８ 議運資料〕 

 

 

○ 提出事件 

 

単 行 案    ５ 件  

 

承  認    ２ 件  

 

報  告    ３ 件  
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５月市議会臨時会議案概要説明書 

 

〔 単 行 案 〕 

 

議案第６７号  工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  高豊中学校ほか３９校体育館等冷暖房設備設置工事（基本及び実施

設計・工事監理業務付） 

２ 工 事 内 容  ・学校体育館等冷暖房設備設置（基本及び実施設計・工事監理業務

付） 

冷暖房設備設置工事  体育館（電源自立型ＧＨＰ）、武道場（標

準型ＧＨＰ） 

             配管設備工事 

             ガス設備工事 

             建築工事 

         ・設置箇所  ４０小中学校（５３棟） 

           中学校（体育館１３棟、武道場１３棟） １３校 

            小学校（体育館２７棟） ２７校 

３ 決定年月日  令和７年４月４日 

４ 契 約 価 格  ３，６９６，０００，０００円 

 （予 定 価 格  ３，７２４，４９０，０００円） 

  決 定 率  ９９．２％ 

５ 請 負 人  中部・技術サービス・神野・日総建特定建設工事共同企業体 

６ 契 約 方 法  随意契約 
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議案第６８号  工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  羽田中学校ほか３３校体育館等冷暖房設備設置工事（基本及び実施

設計・工事監理業務付） 

２ 工 事 内 容  ・学校体育館等冷暖房設備設置（基本及び実施設計・工事監理業務

付） 

冷暖房設備設置工事 体育館（電源自立型ＧＨＰ）、武道場（標

準型ＧＨＰ） 

             配管設備工事 

             ガス設備工事 

             建築工事 

         ・設置箇所  ３４小中学校（４３棟） 

           中学校（体育館９棟、武道場９棟） ９校 

            小学校（体育館２５棟） ２５校 

３ 決定年月日  令和７年４月１８日 

４ 契 約 価 格  ３，２４５，０００，０００円 

 （予 定 価 格  ３，２６７，８５８，０００円） 

  決 定 率  ９９．３％ 

５ 請 負 人  中部・技術サービス・神野・日総建特定建設工事共同企業体 

６ 契 約 方 法  随意契約 



4 

議案第６９号  物品購入契約締結について 

（契約検査課・防災危機管理課） 

１ 物 品 名  災害用手動ラップ式簡易トイレ 

２ 数 量  ２９０セット 

３ 落札年月日  令和７年４月２１日 

４ 契 約 価 格  ４４，６６０，０００円 

５ 購 入 先  後藤商事（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（応札１社） 

 

 

 

議案第７０号  物品購入契約締結について 

（契約検査課・消防救急課） 

１ 物 品 名  災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 

２ 数 量  １台 

３ 落札年月日  令和７年４月２２日 

４ 契 約 価 格  ７２，２７０，０００円 

５ 購 入 先  （株）モリタ名古屋支店 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（応札５社） 

 

 

 

議案第７１号  物品購入契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 物 品 名  くすのき特別支援学校スクールバス 

２ 数 量  １台 

３ 落札年月日  令和７年４月２１日 

４ 契 約 価 格  ２５，９９４，７３５円 

５ 購 入 先  豊橋三菱ふそう自動車販売（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（応札１社） 
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〔 承 認 〕 

 

承認第１号  専決処分の承認について 

       （豊橋市市税条例の一部を改正する条例） 

（市民税課・資産税課） 

 地方税法の一部改正（令和７年法律第７号。令和７年３月３１日公布）に伴い、早急

に現行の市税条例の一部を改正する必要があったため、地方自治法第１７９条第１項の

規定により去る３月３１日に専決処分したので、同条第３項の規定により議会の承認を

求めるもの 

 

○専決処分の内容 

 

１ 軽自動車税 

（１）軽自動車税（種別割）の税率の区分の見直し 

原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量１２５ｃｃ以下で最高出力を４．

０ｋＷ（５０ｃｃ相当）以下に制御したもの（新基準原動機付自転車）に係る軽自

動車税種別割の税率を年額２，０００円（５０ｃｃ原動機付自転車と同額）とする。 

 

（令和７年度分以後の軽自動車税（種別割）について適用） 
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承認第２号  専決処分の承認について 

       （豊橋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

（国保年金課） 

 地方税法施行令の一部改正（令和７年政令第１１９号。令和７年３月３１日公布）に

伴い、早急に現行の国民健康保険税条例の一部を改正する必要があったため、地方自治

法第１７９条第１項の規定により去る３月３１日に専決処分したので、同条第３項の規

定により議会の承認を求めるもの 

 

○専決処分の内容 

 

１ 課税限度額の改定 

区   分 
課 税 限 度 額 

改 正 後 改 正 前 

基礎課税額 ６６０，０００円 ６５０，０００円 

後期高齢者支援金等課税額 ２６０，０００円 ２４０，０００円 

介護納付金課税額 据置き １７０，０００円 

 

２ 軽減該当所得基準の緩和 

（１）５割軽減 

改正後 

前年所得が、次の金額の合計額（①＋②＋③）以下の世帯   

①  ４３万円 

②  （一定の給与所得者の人数－１）×１０万円 

③  被保険者と特定同一世帯所属者の人数×３０万５千円 

改正前 

前年所得が、次の金額の合計額（①＋②＋③）以下の世帯 

①  ４３万円 

②  （一定の給与所得者の人数－１）×１０万円 

③ 被保険者と特定同一世帯所属者の人数×２９万円５千円 

（２）２割軽減 

改正後 

前年所得が、次の金額の合計額（①＋②＋③）以下の世帯 

①  ４３万円 

②  （一定の給与所得者の人数－１）×１０万円 

③  被保険者と特定同一世帯所属者の人数×５６万円 

改正前 

前年所得が、次の金額の合計額（①＋②＋③）以下の世帯 

①  ４３万円 

②  （一定の給与所得者の人数－１）×１０万円 

③  被保険者と特定同一世帯所属者の人数×５４万５千円 

※ 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行後、継続

して同じ世帯に属する者をいう。 
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３ 適用時期 

 令和７年度分の国民健康保険税から適用 
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〔 報 告 〕 

 

報告第１１号  専決処分の報告について 

（契約検査課・道路建設課） 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている変更契約の締結について、同条第２項の規定により報告するもの 

 

１ 専 決 年 月 日  令和７年４月８日 

２ 変更する議決  令和６年第４号議決 

工事請負契約締結について（豊橋新城スマートＩＣ（仮称）橋梁

下部工事２） 

３ 変 更 内 容 

契約価格 

変更前 １５６，１８１，３００円（※） 

変更後 １６１，４４８，１００円 

差引き   ５，２６６，８００円 

  ・労務費及び諸経費の補正分を追加する変更のため 

（※）令和７年報告第９号（２）（専決処分の報告について）において、変更した後

の価格 
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報告第１２号  専決処分の報告について 

（納税課・子育て支援課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている児童扶養手当返還金の支払に係る和解について、同条第２項の規定により

報告するもの 

 
 

専 決 年 月 日 令和７年４月２４日 

和 解 の 概 要 

名古屋地方裁判所に係属中の児童扶養手当返還金請求事件（令和

６年報告第３２号）について、次のとおり和解したものである。 

（１）相手方は、本市に対し、未払児童扶養手当返還金の支払義

務があることを認める。 

（２）相手方は、本市に対し、（１）の金員を分割して支払う。 

（専決処分時の滞納状況） 

滞納件数 １件 

（分割回数）  

５５回 
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報告第１３号  専決処分の報告について 

（農業企画課） 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている１件１００万円以内の次の損害賠償について、同条第２項の規定により報

告するもの 

 

１ 専 決 年 月 日   令和７年４月８日 

２ 損害賠償の額   ３２８，３０３円 

３ 事 故 の 概 況   令和７年２月５日午後４時３０分頃、新川小学校駐車場におい

て、本市職員（産業部農業企画課）が公用車に乗車しようとし

たところ、開いたドアが強風にあおられ、隣接して駐車中の相

手方所有の普通乗用自動車に誤って接触し、相手方車両を損傷

させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 

 

 

 


